
※新型コロナウイルス感染症による災害を除く

（令和８年４月７日現在速報値） 

 

 

 

 

 令和８年１月～３月労働災害発生状況 

 
大河原労働基準監督署管内 宮城労働局管内 

R7 R8 前年比 R7 R8 前年比 

製造業 計 15 13 -2 97 92(1) -5(1) 

食 料 品 製 造 業  6  2 -4   43 33 -10 

機械金属製造業  3  6     3 23 25 2 

建設業 計  6  9 3 50 59 9 

土 木 工 事 業  1  2     1 15     19 4 

建 築 工 事 業  3  4 1  23  23 0 

その他の建設業  2  3 1 12 17   5 

運輸交通業 計  2  3 1 81 75(1) -6(1) 

道路貨物運送業  2  3 1 72 68(1) -4(1) 

商 業  7  5     -2 92 96 4 

社会福祉施設  3  0  -3 43    38 -5 

全 産 業  52 36 -16 
 

509(2) 
 

 465(2) -44(0) 

 

 

令和８年の大河原労働基準監督署管内（白石市、角田市、柴田郡、刈田郡、伊具郡）における休業４日以上

の労働災害は減少傾向にあります（前年同期比 30.8％減）。業種によっては災害が増加していますので、気

を緩めず災害防止への取組を引き続きお願いいたします。  

例年この時期に多発する転倒災害は 13件（全体の 36%）発生しています。昨年の同時期には全災害の約

半数を占めていたことを踏まえますと、皆さまの転倒災害防止に係る取組が着実に進められた結果と思いま

す。 

 

〇STOP︕熱中症  クールワークキャンペーンについて 

 今年も５月から９月までの間、 

STOP︕熱中症  クールワークキャンペーン 

を行います。 

本キャンペーンを通じ、すべての職場において、 

本年３月に定められた「職場における熱中症防止の 

ためのガイドライン」に基づく熱中症防止対策を講じ、 

裏面の項目がきちんと実施されているか確認しましょう。 

 

 

令和８年４月 23日発行 

労基署便り  
大河原労働基準監督署  

令和８年度 No.１ 

 

※１ 休業４日以上の死傷労働災害（労働者死傷病報告による）の数値。前年比は死傷者数（人）、（ ）は内数で死亡者数。 

※２ 機械金属製造業は、鉄鋼業・非鉄金属製造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械等製造業の合計。 

 



 
 

発行：大河原労働基準監督署（TEL0224-53-2154）柴田郡大河原町字新東 24-25 
労働条件や安全衛生の確保・改善、労災補償等についてご不明な点やお悩みのことがあれば、お気軽にご相談

ください。 
労働条件関係は監督係、労働災害防止・健康確保対策関係は安全衛生係、労働保険料・労災保険関係は労災係

までお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ストレスチェックの実施義務化について 

2025 年５月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数 50 人未満の事業場にも 

ストレスチェックの実施が義務化されました。（施行期日は公布後３年以内に政令で定める日） 

小規模事業場向け実施マニュアルが公表されていますので、マニュアルに沿ってストレス 

チェック制度を始めましょう。 
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